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諮問庁：厚生労働大臣 

諮問日：平成２８年１月１８日（平成２８年（行個）諮問第９号） 

答申日：平成２９年７月３１日（平成２９年度（行個）答申第７４号） 

事件名：本人に対する労災補償給付の支給決定の理由が分かる調査復命書の一

部開示決定に関する件 

 

 

答 申 書 

 

第１ 審査会の結論 

   「私が，平成２５年特定月日に労働災害により負傷したことにかかる，

特定労働基準監督署から支給決定を受けた決定理由が分かる調査結果復命

書文書一式」に記録された保有個人情報（以下「本件対象保有個人情報」

という。）につき，その一部を不開示とした決定について，審査請求人が

開示すべきとし，諮問庁がなお不開示とすべきとしている部分は，不開示

とすることが妥当である。 

第２ 審査請求人の主張の要旨 

１ 審査請求の趣旨 

本件審査請求の趣旨は，行政機関の保有する個人情報の保護に関する法

律（以下「法」という。）１２条１項の規定に基づく開示請求に対し，東

京労働局長（以下「処分庁」という。）が，平成２７年９月１日付け東労

発総個開第２７－３４４号により行った一部開示決定（以下「原処分」と

いう。）を取り消し，不開示部分の一部の開示を求めるというものである。 

２ 審査請求の理由 

   審査請求人の主張する審査請求の理由は，審査請求書の記載によると，

おおむね以下のとおりである。 

   労災認定の際の，会社関係者証言内容の不開示の是非。 

   審査請求人は現在，抗不安剤，睡眠剤を常用する，深刻な不睡症（原文

ママ）の状態が続いています。頻繁に在職時の出来事を夢にみるなど，本

件に関する心の納得，決着がついていない側面があるからです。 

   また，現に次々と人を使い捨てている当該社の反社会的ビジネスモデル

は参入障壁もなく，私にも簡単に再現可能なものです。私が当該社と同様

のことを行い，同様に労災審査をされた場合，本件と同様に証言内容は，

秘匿され守られると解釈しても良いのでしょうか。回答を頂きたく思いま

す。    

第３ 諮問庁の説明の要旨 

 １ 理由説明書 

（１）本件審査請求の経緯 
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ア 本件審査請求人は，平成２７年８月４日付けで，処分庁に対して，

法１２条１項の規定に基づき，「審査請求人が，平成２５年特定月日

に労働災害により負傷したことにかかる，特定労働基準監督署から支

給決定を受けた決定理由が分かる調査結果復命書文書一式」に係る開

示請求を行った。 

イ これに対して，処分庁が原処分を行ったところ，審査請求人がこれ

を不服として，平成２７年１０月２０日付け（同月２１日受付）で審

査請求を提起したものである。 

（２）諮問庁としての考え方 

本件審査請求に関し，原処分において不開示とした部分のうち一部を

新たに開示した上で，別表中「不開示を維持する部分」欄に掲げる情報

については，法１４条２号，３号イ及び７号柱書に基づき，原処分を維

持して不開示とすることが妥当である。 

（３）理由 

ア 本件対象保有個人情報の特定について 

本件対象保有個人情報は，審査請求人が，平成２５年特定月日に労

働災害により負傷したことにかかる，特定労働基準監督署から支給

決定を受けた決定理由が分かる調査結果復命書文書一式である。 

イ 不開示情報該当性について 

（ア）法１４条２号の不開示情報 

ａ 別表に記載した本件対象保有個人情報のうち，文書番号１の①，

２の①及び３の①の不開示部分は，審査請求人以外の氏名，印影

など，審査請求人以外の個人に関する情報であって，審査請求人

以外の特定の個人を識別することができるものであるため，当該

情報は，法１４条２号本文に該当し，かつ同号ただし書イからハ

までのいずれにも該当しないため，原処分を維持して不開示とす

ることが妥当である。 

ｂ 別表に記載した本件対象保有個人情報のうち，文書番号１の②，

２の②及び３の②の不開示部分は，特定労働基準監督署の調査官

が本件労災請求に係る処分を行うにあたり，審査請求人以外の特

定個人から聴取をした内容である。当該聴取内容に関する情報が

開示された場合には，被聴取者が，不当な干渉を受けることが懸

念され，審査請求人以外の個人の権利利益を害するおそれがある

ため，当該情報は，法１４条２号本文に該当し，かつ同号ただし

書イからハまでのいずれにも該当しないため，原処分を維持して

不開示とすることが妥当である。 

（イ）法１４条３号イの不開示情報 

別表に記載した情報のうち，文書番号３の③の不開示部分は，特
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定事業場の業務内容に関する情報等であり，当該事業場が一般に公

にしていない内部情報である。そのため，仮にこれらの情報が開示

された場合には，当該事業場が，当該内容に不満を抱いた労災請求

人等から不当な干渉を受けることが懸念され，当該事業場の権利，

競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあることから，法

１４条３号イに該当するため，原処分を維持して不開示とすること

が妥当である。 

（ウ）法１４条７号柱書の不開示情報 

別表に記載した本件対象保有個人情報のうち，文書番号１の②，

２の②及び３の②の不開示部分は，労働基準監督署の調査官が本件

労災請求に係る処分を行うにあたり，審査請求人以外の特定個人か

ら聴取した内容である。これらの聴取内容等が開示された場合には，

審査請求人以外の個人の権利利益を害するおそれがあることは，上

記（３）イ（ア）ｂで既に述べたところである。 

加えて，これらの情報を開示するとした場合，被聴取者が心理的

に大きな影響を受け，被聴取者自身が把握・認識している事実関係

について申述することを躊躇し，労災請求人側，事業場側いずれか

一方に不利になる申述を意図的に忌避するといった事態が発生し，

公正で的確な労災認定を実施していく上で必要不可欠な事実関係に

ついての客観的申述を得ることが困難になるおそれがある。したが

って，これらの情報は，開示することにより，労働基準監督署にお

ける労災認定等の事務処理の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあ

ることから，法１４条７号柱書の不開示情報に該当するため，原処

分を維持して不開示とすることが妥当である。 

（４）結論 

以上のとおり，本件対象保有個人情報については，原処分の一部を変

更し，原処分において不開示とした部分のうち一部を新たに開示した上

で，別表中「不開示を維持する部分」欄に掲げる情報については，法１

４条２号，３号イ及び７号柱書に基づき，原処分を維持して不開示とす

ることが妥当である。 

 ２ 補充理由説明書 

   法４２条の規定に基づき，平成２８年１月１８日付け厚生労働省発基０

１１８第２号により諮問した平成２８年（行個）諮問第９号に係る諮問書

理由説明書につき，以下のとおり修正するとともに，同理由説明書別表に

不開示理由の修正を行う。 

（１）不開示情報該当性について 

理由説明書の該当部分を以下のとおり修正する。 

ア 法１４条２号の不開示情報 
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（ア）別表に記載した本件対象保有個人情報のうち，文書番号２の①，

３の①及び４の①の不開示部分は，審査請求人以外の氏名，印影な

ど，審査請求人以外の個人に関する情報であって，審査請求人以外

の特定の個人を識別することができるものであるため，当該情報は，

法１４条２号本文に該当し，かつ同号ただし書イからハまでのいず

れにも該当しないため，原処分を維持して不開示とすることが妥当

である。 

（イ）別表に記載した本件対象保有個人情報のうち，文書番号１，２の

②，３の②及び４の②の不開示部分は，特定労働基準監督署の調査

官が本件労災請求に係る処分を行うにあたり，審査請求人以外の特

定個人から聴取をした内容である。当該聴取内容に関する情報が開

示された場合には，被聴取者が，不当な干渉を受けることが懸念さ

れ，審査請求人以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため，

当該情報は，法１４条２号本文に該当し，かつ同号ただし書イから

ハまでのいずれにも該当しないため，原処分を維持して不開示とす

ることが妥当である。 

イ 法１４条３号イの不開示情報 

別表に記載した情報のうち，文書番号４の③の不開示部分は，特

定事業場の業務内容に関する情報等であり，当該事業場が一般に公

にしていない内部情報である。そのため，仮にこれらの情報が開示

された場合には，当該事業場が，当該内容に不満を抱いた労災請求

人等から不当な干渉を受けることが懸念され，当該事業場の権利，

競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあることから，法

１４条３号イに該当するため，原処分を維持して不開示とすること

が妥当である。 

ウ 法１４条７号柱書の不開示情報 

別表に記載した本件対象保有個人情報のうち，文書番号１，２の

②，３の②及び４の②の不開示部分は，労働基準監督署の調査官が

本件労災請求に係る処分を行うにあたり，審査請求人以外の特定個

人から聴取した内容である。これらの聴取内容等が開示された場合

には，審査請求人以外の個人の権利利益を害するおそれがあること

は，上記（３）イ（ア）ｂで既に述べたところである。 

加えて，これらの情報を開示するとした場合，被聴取者が心理的

に大きな影響を受け，被聴取者自身が把握・認識している事実関係

について申述することを躊躇し，労災請求人側，事業場側いずれか

一方に不利になる申述を意図的に忌避するといった事態が発生し，

公正で的確な労災認定を実施していく上で必要不可欠な事実関係に

ついての客観的申述を得ることが困難になるおそれがある。したが
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って，これらの情報は，開示することにより，労働基準監督署にお

ける労災認定等の事務処理の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあ

ることから，法１４条７号柱書の不開示情報に該当するため，原処

分を維持して不開示とすることが妥当である。 

 （２）理由説明書別表の修正等について 

    理由説明書別表の該当部分を以下のとおり追加・修正する。 

    （下線部分が追加・修正部分） 

 

文

書

番

号 

対象文書名 不開示を維持する部分 不開示情報 

（法１４条該当号） 

２号 ３ 号

イ 

７号 

１ 精神障害の業務起

因性判断のための

調査復命書 

５頁，７頁，８頁及び１５

頁の不開示部分 

 

○   ○ 

２ 聴取書 ①１頁２行目３文字目ない

し最終文字，３行目３文字

目ないし最終文字，４行目

３文字目ないし最終文字，

５行目７文字目，８文字

目，１０文字目，１１文字

目，１３文字目，１４文字

目，１８文字目，１９文字

目 

 １頁ないし４頁枠外の印

影部分 

○     

②１頁８行目ないし５頁最

終行の不開示部分 

○ 
 

○ 

３ 電話聴取書① ①１頁５行目４文字目ない

し最終文字 

○ 
 

  

②１頁８行目ないし４頁最

終行の不開示部分 

○ 
 

○ 

４ 電話聴取書② ①１頁「氏名」，「職業」

の 記 載 部 分 ， ２ 頁 「 職

名」，「氏名」の記載部分 

○     
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②１頁ないし３頁の「内容

要旨」の記載部分（「当

職」の記載を除く） 

○ 
 

○ 

③２頁「電話番号」の記載

部分 

 
○   

第４ 調査審議の経過 

  当審査会は，本件諮問事件について，以下のとおり，調査審議を行った。 

①  平成２８年１月１８日 諮問の受理 

②  同日         諮問庁から理由説明書を収受 

③  同年２月２日     審議 

④  平成２９年６月１５日 委員の交代に伴う所要の手続の実施，本件 

            対象保有個人情報の見分及び審議 

⑤  同年７月６日     諮問庁から補充理由説明書を収受 

⑥  同月２７日      審議 

第５  審査会の判断の理由 

１ 本件対象保有個人情報について 

本件対象保有個人情報は，「私が，平成２５年特定月日に労働災害によ

り負傷したことにかかる，特定労働基準監督署から支給決定を受けた決

定理由が分かる調査結果復命書文書一式」に記録された保有個人情報で

ある。 

処分庁は，本件対象保有個人情報の一部について，法１４条２号，３号

イ及び７号柱書きに該当する部分を不開示とする原処分を行ったところ，

審査請求人は，不開示部分のうち，特定事業場関係者証言内容を開示すべ

きであるとしている。 

これに対して，諮問庁は，諮問に当たり，原処分で不開示とした部分の

うち，一部を新たに開示することとするが，別表の３欄に掲げる部分につ

いては，なお不開示とすべきとしている。 

このため，本件対象保有個人情報を見分した結果を踏まえ，審査請求人

が開示すべきとし，諮問庁がなお不開示とすべきとしている部分の不開示

情報該当性について，以下，検討する。 

 ２ 不開示情報該当性について 

（１）法１４条２号該当性について 

ア 別表の通番３，通番５及び通番７は，審査請求人以外の第三者の職

氏名，住所，生年月日，年齢及び印影であり，それぞれ一体として，

法１４条２号本文前段に規定する審査請求人以外の個人に関する情報

であって，特定の個人を識別することができるものに該当し，同号た

だし書イないしハのいずれにも該当する事情は認められない。また，
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当該部分は個人識別部分であることから，法１５条２項による部分開

示の余地もない。 

したがって，当該部分は，法１４条２号に該当し，不開示とするこ

とが妥当である。 

  イ 別表の通番１は，審査請求人以外の第三者の職氏名であり，法１４

条２号本文前段に規定する審査請求人以外の特定の個人を識別するこ

とができるものに該当し，同号ただし書イないしハのいずれにも該当

する事情は認められない。また，当該部分は個人識別部分であること

から，法１５条２項による部分開示の余地もない。 

したがって，当該部分は，法１４条２号に該当し，同条７号柱書き

について判断するまでもなく，不開示とすることが妥当である。 

（２）法１４条３号イ該当性について 

   別表の通番９は，被聴取者の勤務先の電話番号であり，特定事業場の

業務内容に関する情報等であり，当該事業場が一般に公にしていない内

部情報である。そのため，仮にこれらの情報が開示された場合には，当

該事業場の権利，競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがある

ことから，法１４条３号イに該当するため，原処分を維持して不開示と

することが妥当である。 

（３）法１４条７号該当性について 

別表の通番２，通番４，通番６及び通番８は，特定労働基準監督署の

担当調査官が審査請求人以外の個人から聴取した際の聴取書等に記載さ

れた聴取内容であり，審査請求人が知り得るものとは認められない。 

当該部分は，これを開示すると，被聴取者が把握・認識している事実

関係について申述することをちゅうちょし，労災請求人側，事業場側い

ずれか一方に不利になる申述を意図的に忌避するなど事実関係について

の客観的申述を得ることが困難になり，労働基準監督機関における労災

認定等の事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認められる。 

したがって，当該部分は，法１４条７号柱書きに該当し，同条２号に

ついて判断するまでもなく，不開示とすることが妥当である。 

３ 審査請求人のその他の主張について 

審査請求人は，その他種々主張するが，いずれも当審査会の上記判断を

左右するものではない。 

４ 本件一部開示決定の妥当性について 

以上のことから，本件対象保有個人情報につき，その一部を法１４条２

号，３号イ及び７号柱書きに該当するとして不開示とした決定については，

審査請求人が開示すべきとし，諮問庁が同条２号，３号イ及び７号柱書き

に該当するとしてなお不開示とすべきとしている部分は，同条２号，３号

イ及び７号柱書きに該当すると認められるので不開示とすることが妥当で
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あると判断した。  

（第３部会） 

   委員 岡島敦子，委員 葭葉裕子，委員 渡井理佳子 
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別表 

１文書名 ２

通

番 

３諮問庁が不開示を維持すべきとしている

部分 

４ 諮 問 庁 が

主 張 す る 不

開 示 情 報 該

当性 

文

書

番

号 

対 象

文 書

名 

２

号 

３

号

イ 

７

号

柱

書

き 

１ 調 査

復 命

書 

１ ①調査結果欄のうち５頁８行目及び１７行

目，７頁２２行目並びに８頁２行目 

○  ○ 

２ ②５頁，７頁，８頁及び１５頁の不開示部

分（①の部分を除く） 

○  ○ 

２ 聴 取

書① 

３ ①１頁２行目３文字目ないし最終文字，３

行目３文字目ないし最終文字，４行目３文

字目ないし最終文字，５行目７文字目，８

文字目，１０文字目，１１文字目，１３文

字目，１４文字目，１８文字目及び１９文

字目並びに１頁ないし４頁枠外の印影部分 

○   

４ ②１頁８行目ないし５頁最終行の不開示部

分 

○  ○ 

３ 電 話

聴 取

書① 

５ ①１頁５行目４文字目ないし最終文字 ○   

６ ②１頁８行目ないし４頁最終行の不開示部

分 

○  ○ 

４ 電 話

聴 取

書② 

７ ①１頁「氏名」及び「職業」の記載部分並

びに２頁「職名」及び「氏名」の記載部分 

○   

８ ②１頁ないし３頁の「内容要旨」の記載部

分（「当職」の記載を除く） 

○  ○ 

９ ③２頁「電話番号」の記載部分  ○  

※ その他の文書及び文書１のその他の不開示部分については，審査請求人が

争点としていないと解されるため，通番を付さず，本表では省略した。 

※ 括弧記号は１個につき１字として数える。 


